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　発達障害という言葉は日本に随分定着したように思う．しかし，実際に臨床活動を行っ
ていると，発達障害について正しく理解している人は意外に少なく，今なお多くの無理解
や偏見にさらされていることに気づく．発達障害は命に関わるような障害ではない．特効
的な薬物療法はないし，手術して治るわけでもない．血液検査や画像検査で診断がつくわ
けでもない．だから診断をする必要がないと思っている医師もいる．
　しかしながら，発達障害を正確に診断・評価し，適切な支援を行うことは，その人の人
生に大きな影響を与える．また，発達障害を見逃し，正常と判断して支援につながらなかっ
たり，統合失調症など他の障害と誤診して薬物療法中心の治療が行われたことで多大な不
利益を患者に与えることもある．実際，筆者はそのような人を大勢みてきた．
　発達障害は決してまれな障害ではない．誰もが必ずどこかで出逢っているはずだ．発達
障害は児童精神医学の枠をはるかに超えて，多様な職業の人が関わる障害になっている．

　筆者が発達障害に出逢ったのは 30年前である．当時存在した東京都立梅ヶ丘病院の幼
児病棟で重度の自閉症の子どもに出逢った．ほとんどの子どもは中度以上の知的障害を
伴っていた．たまに知的障害を伴わない自閉症の子どもが受診すると，それだけでも医局
で話題になるような時代だった．また，多少なりともコミュニケーションが成立する子ど
もがいると自閉症とは診断をつけづらく，多動性障害や学習障害と診断する傾向にあった
ように思う．当時の児童精神科は，閉じられた世界で，二大テーマは自閉症と不登校であっ
た．成人の精神医学との距離は遠く，互いに関心を共有することも少なかった．
　その後，大きく時代は変化した．一つの大きな変化は Asperger症候群への注目である．
日本ではHans Aspergerの業績は翻訳もされており，一定の注目はされていたが，多くの
人の関心をかうことはなかった．現在のように自閉症スペクトラムや Asperger症候群が
注目されるきっかけになったのはWingとGouldが 1979年に発表した疫学調査 1）と，そ
の 2年後にWingが発表した Asperger症候群を再評価した論文 2）である．これらの論文
の影響でAsperger症候群を含む自閉症スペクトラムの概念は拡大し，現在に至っている．
　自閉症スペクトラムと並んで代表的な発達障害である注意欠如・多動症（attention–

deficit/hyperactivity disorder：ADHD）に目を向けよう．ADHDの議論が日本で盛んに
なったのは 1990年代頃からであろう．ADHDと自閉症スペクトラムは従来，お互いに無
関係に議論されることが多かった．1990年代頃までの論文ではADHDと自閉症スペクト
ラムはまったく別の障害であり，鑑別や併存も話題にならなかった．『精神疾患の診断・統
計マニュアル第 4版』（DSM–IV）や『国際疾病分類第 10版』（ICD–10）では自閉症ス
ペクトラム（あるいは，広汎性発達障害）との診断併記は認められていなかった．スペク
トラム概念が採用され自閉症の範囲が広がったこと，正常知能の自閉症スペクトラムへの
関心が高まったことで，ADHDとの異同も盛んに議論されるようになった． 

はじめに

iii_はじめに.indd   3 2017/11/26   10:29



iv

　今日，日本の教育界で使われる学習障害（learning disabilities）の概念は，アメリカで
1960年代に提出された概念に始まっている．それまでの dyslexia研究の歴史とのつなが
りが乏しく，やや唐突に提出され，急速にアメリカの教育界に広まった．イギリスやヨー
ロッパでは現在に至るまで日米で用いられる学習障害という用語はあまり使われず，
dyslexiaの概念が重視されている．教育用語としての学習障害の概念として 1999年の「学
習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協
力者会議」3）の定義が教育界で普及し，現在に至っている．自閉症スペクトラムやADHD
との異同，合併については未整理のまま教育界では議論がされてきた．DSM–5では限局
性学習症という新しい名称のもとに疑念が整理されたが，この改訂が実際にどのような変
化を与えるかは，現時点では予測不能である．

　21世紀になってからの大きな変化は大人の発達障害への注目である．発達障害の子ども
はいずれ発達障害の大人になる．そして成人期は子ども時代よりずっと長い．青年期，成
人期，中年期から老年期に至るライフステージによって発達障害の人や支援者の課題も変
わっていくが，このような変化については，これまで議論されることは少なかった．ライ
フステージを考慮した支援方法についての検討は始まったばかりである．
　もう一つ，重要なことは女性例の支援である．従来，発達障害は男児の障害であるとみ
なされ，女児は付け足し程度に語られるにとどまった．特に発達障害のある成人女性の存
在は認識もされず，支援対象になることが少なかった．女性の発達障害は決してまれな存
在ではない．今後，支援の重要性が増していくのは間違いない．
　発達障害，特に Asperger症候群が一般の人に認知されるようになった理由の一つに非
行・触法行為がある．発達障害の子どもや成人は犯罪者になりやすいという偏見をもつ人
は少なくないようだ．
　日本は東日本大震災や熊本地震を経験した災害大国であるが，災害の際に発達障害の人
をどのように支援すべきかという重要な問題も，これまで検討されてこなかった．
　多くの発達障害の子どもにとって学習の負担は大きい．それにもかかわらず精神科医や
心理士の学習支援への関心は乏しく，読み書き障害や算数障害を明らかにもっているのに，
特別の支援を受けている子どもは少ない．
　本書では，このような歴史的背景をふまえて，これまで見逃されがちであった中年期以
降の発達障害や女性例，非行・触法，災害時の支援，英語や算数の学習障害についても解
説した．
　日本では発達障害者支援法が 2005年に施行され，11年後の 2016年に改正された．同
法が制定される際には，さまざまな議論や批判があったが，本法律が制定されたことの意
義は大きい．自閉症支援の先進国，イギリスでも自閉症法が制定されたのは 2005年であ
り，画期的なことであった．もちろん，発達障害の支援制度は十分とはいえないが，この
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最近の 10年間で大きく前進した．そこで本書では法制度や福祉制度についても十分なペー
ジを割いて解説した．
　保育士や教師といった子どもに関する職種だけでなく，精神科医や心理職はむろんのこ
と，福祉職や行政職，司法職など，人を対象に支援する職種の人にとって，発達障害の正
しい知識が必要である．正しく理解していれば，発達障害の人を支援することは楽しく，
やり甲斐のある仕事である．
　そこで教科書的な記載では，どうしても臨床の実感を伝えにくい事柄については，症例
編で事例を記載することで読者に臨床の実態を感じてもらえるように試みた．
　本書では診断・評価ツールについても，できるだけ網羅的に解説した．伝統的な日本の
精神医学では，診断・評価ツールを臨床に用いることが軽視されてきた．専門的な修練を
積んだ児童精神科医が直観や印象も加味して診断を下す名人芸が評価されてきたように思
う．子どもの状態を数値で語るのは臨床家として浅薄な態度だとみなす専門家も多い．発
達障害のように多職種が共同して，しかも長期間支援する必要がある障害では，情報をど
のように支援者間で共有するか，後の世代を支援する専門家に，どのように情報を引き継
ぐか重要なテーマである．どのようなツールにも限界はあるが，限界を認識したうえで標
準化されたツールを用いることは有益であり，積極的に活用したい．
　最後になったが，親や当事者の方にもコラムをお願いした．当事者の立場でないと見え
ないことがある．支援者はいつも当事者の視点を忘れないようにしたいと思う．
　このように盛り沢山の内容になった．本書の主なターゲットは発達障害の臨床を志す医
師や心理士，精神保健福祉士であるが，それに限らず発達障害の人の支援に関わる専門家
にとって，臨床の実際に役立つ内容であると確信する．本書を発達障害の人の人生を少し
でも豊かにすることに役立てていただければ幸いである．

2017年 10月

内山登紀夫
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2．学童期
B．年代別に発達障害を診る

1 学童期の発達

　学童期（小学生の時期）は，定型的な認知発達の側面からいえば Piaget 1）のいう具体的操作期に
あたる．数量の保存の概念を獲得し，可視的な具体物に関して合理的思考が可能となるものの，非
可視的・抽象的な概念操作はまだ十分にはできない．
　情緒発達の側面からいえば，学童期は Erikson 2）のいう勤勉の時期にあたり，課題に挑戦し，達
成することに喜びを見出すようになる時期である．順調に課題を成し遂げていけば自己有能感が形
成され，つまずくことが多いと劣等感が形成される．
　社会性の発達の側面からみると，この時期は対人認知において「心の理論」3）が急速に発達する．
一次的信念（first–order belief）の理解（「AさんはXと思っている」という理解）を子どもが獲得
するのがちょうど学童期に入る頃であり，二次的信念（second–order belief）の理解（「Bさんは
『Cさんは Yと思っている』と思っている」という理解）が可能となるのが思春期に入るより少し
前である 4）．日常生活においては，学校生活という同年代の子どもたちとの集団生活が生活の大き
な部分を占める．幼児期までは親子関係が生活の大半を占めていたのに対し，学童期には徐々に関
心が家族の外の友人関係に向けられるようになる．小学校高学年のいわゆる「ギャングエイジ」に
は，同年代の友人と凝集性の高い集団を形成し，そのなかでの価値観に親の価値観よりも重きをお
くようになる．

2 発達障害があると，学童期に何が問題となるのか

　発達障害があると，こうした学童期の通常の発達と異なる経過をたどる．認知発達全般の遅れが
ある知的能力障害では，日常生活におけるさまざまな適応的行動の獲得に加えて全般的な教科学習
の進度の遅れが目立つ．自閉スペクトラム症（autism spectrum disorder：ASD）や注意欠如・多
動症（attention–deficit/hyperactivity disorder：ADHD）では，同年代の子どもたちと興味を共有
し友人関係を樹立・維持することが難しい．ADHDや限局性学習症（specific learning disorder：
SLD）では，課題に取り組んでも達成に至る機会が得られにくく，自己有能感が形成されにくい．
したがって，発達障害があるのに何の対応もせず一般の子どもたちと同じ環境のなかで漫然と放置
していると，学年が上がるにつれて他児との違いがむしろ鮮明になってくる．その違いは客観的な
行動所見だけでなく，本人の主観的な違和感となり，思春期に向けて同年代の集団からの疎外感が
徐々に形成される．
　知的能力障害やASDの大半に対して，近年では就学前に対応できる技術的な基盤ができている．
ただし，幼児期に問題となるのは言語・身辺自立の遅れ，対人・コミュニケーションの異常，幼稚
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園・保育園などにおける集団行動からの逸脱などであり，問題意識の主体は保護者や園の先生であ
る．したがって，問題への対応の方向はどうしても大人の視点からみた問題の軽減，すなわち遅れ
のキャッチアップや逸脱の緩和に向きやすい．支援者がそのような視点からの支援に偏ったままで
学童期に入ると，学年が上がるにつれて本人の問題意識・つらさがむしろ深刻になってくる．すな
わち，いくら努力しても学習，友人関係，生活のさまざまな課題達成などにおいて達成感が得られ
ないだけでなく，他児との比較において自分だけが劣っていると感じ始めるのである．学童期にな
るまで発達障害の特性に気づかれずにいたケースでも，周囲の大人は知らず知らずのうちに通常の
発達を基準としてそこに合わせることを求め続けるため，本人の内面では同様の問題意識・つらさ
が形成されていくことが多い．このような本人が感じるつらさは，他覚的な問題の大きさと必ずし
も比例しない．一見ほとんど問題にみえない程度の軽症例で，むしろ違和感が強く，集団参加の意
欲が低下して不登校に至るような例は，枚挙にいとまがない．精神医学的には，適応障害，うつ病，
不安症などの診断が追加されるケースも出てくる．
　また，就学の時点で発達障害の特性がごくわずかにみえる例（幼児期に支援されて一見問題が軽
くなった例や，不注意優勢型のADHDや SLDのように幼児期には発見が難しい例）では，障害の
特性を怠け・ふざけと誤解され，保護者や教師による虐待や同年代の子どもたちからのいじめの対
象となることが少なくない．このような虐待やいじめを受け続けている子どもの一部では，情緒不
安定で怒りのコントロールが難しいため，いわゆる「キレやすい子ども」との烙印を押されてさら
に厳しい虐待を受けるという悪循環に陥るおそれがある．なかには反抗挑発症，さらには素行症と
診断されるケースも出てくる．
　以上のように，発達障害のある子どもたちの学童期における問題は，他覚的に感知される発達障
害特有の行動所見よりも，本人たちの内面で主観的に生じる二次的な精神症状（いわゆる「二次障
害」）が中心となってくることに留意されたい．

3 複数の特性・障害・問題の併存

　発達障害では，複数の発達障害が重畳することが珍しくない．学童期は，これらが顕在化し，複
雑に絡み合ってくる時期である．
　ADHDと ASDとの関連については，『精神疾患の診断・統計マニュアル第 5版』（DSM–5）か
らは併存診断が可能となった．ただし，安易に何でも併存とみなすことには慎重である必要がある．
たとえばASDの子どもでは，ちょっとでも関心が低い活動になるととたんにきわめて多動になる
のに，興味のある活動では並外れた集中力をみせることがある．このような場合にはADHDでは
なく ASDのみの診断となる．
　ASDの特性の一部は，他の発達障害が併存すると，その特性が目立ちにくくなる傾向がある．た
とえば，ASDのこだわりやすいという特性が，ADHDの併存によって不注意や衝動性によって修
飾され，興味のあることであってもこだわりきれずに途中で飽きてしまうことがある．また，ASD
の人は通常，視覚的な情報の処理に優れ，耳から入る情報に比べると，文字の読字や書字が比較的
得意なことが多い．ところが，ASDでも SLDを併存する場合があり，この場合は ASDであるに
もかかわらず，読み書きも苦手というケースが出てくる．
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4 学童期の発達障害の診察

　初診で行っておきたい作業は，主訴，発達歴，既往歴，家族歴，相談・支援経過，および所属集
団における活動の様子の情報収集と本人の行動観察および面接である5）．

a．情報収集

　情報収集では，必要な項目が記載された問診用の用紙を作っておいて，診察に先立って保護者に
記入しておいてもらうと，診察をスムーズに進めることができる．学校での様子が家庭とは異なる
ケースが少なくないため，保護者以外に担任などからも情報を得るよう心がける．担任は同伴が難
しい場合が多いので，書面の形で情報提供を依頼してもよい．通知表や連絡帳などに書かれている
担任のコメントなども参考になる．

b．本人の行動観察と面接

遊び
　小学生の子どもの行動観察では，遊びの場面の観察が不可欠である．一人遊び，同年代の子ども
と 2人での遊び，より大人数での遊び，大人との遊びなどを観察すれば，運動能力，物の操作，対
人関係やコミュニケーション，認知発達などの評価もある程度できる．それら以外に観察しておき
たいのは，興味の対象である．どのような玩具に興味があるか，好きな玩具で遊び始めたときにど
の程度その遊びに没頭するか，遊びから他の活動に誘われたときの切り替えはどの程度スムーズか，
そして，玩具で遊ぶことと対人交流をもつこととの注意の配分はどうか，などを観察する．

対人関係
　初対面では，見知らぬ大人に対する反応を観察する．視線がどの程度合うかは重要であるが，よ
く合うからといって短絡的に異常なしと結論づけてはならない．初対面では視線は合いにくく，慣
れてくるに従って徐々に合いやすくなるのが通常である．また，視線がどの程度合い続けるのかも
重要な情報である．視線を適度に合わせたり逸らしたりしながら会話をするのが通常である．合っ
たときの感情の動きにも注目しておく．
　母親など普段最も身近にいる大人に対する反応も観察し，見知らぬ大人に対する反応との対比を
把握しておく．慣れない場面で不安を感じたときに親の様子を確認する「社会的参照」6）や，親との
愛着関係 7）を評価する．親が傍らに付き添っている場合，医師が子どもに難しい質問をした際に子
どもが親のほうに視線を向けるかどうか，医師の話しかけに対する反応と，母親からの話しかけへ
の反応とでどのような態度の違いがあるか，などを観察する．
　ASDの子どもでは，口頭の質問に対して無視をしたり答えをはぐらかしたりするような態度をと
る場合がある．しかし，具体的な質問項目が書かれた質問紙をあらかじめ用意しておき，筆記用具
とともに手渡すと，口頭面接の態度とは裏腹に実に意欲的に記入することが多い．このような口頭
と筆記における対人関係の変化も重要な所見となる．
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5．就労の支援
C．周辺の問題

　発達障害者の多くは成人期にさまざまな就労の問題に直面する．特に成人期に発達障害に気づき
医療機関を受診した人は，その後，障害者手帳を取得するか，障害者雇用を選ぶかなど，生き方の
根幹に関わる選択と葛藤が続く．そうした就労にまつわる本人や家族の不安を理解し支えるために
は，医療機関のスタッフにも，就労関係の基礎知識や就労支援機関との連携が必要になってきてい
る．そこで以下では，発達障害者が経験することの多い職業的問題を概説し，次に就労相談の留意
点および関係機関との連携について述べていく．

1 発達障害者の職業的問題

a．就職活動

　就労に関連して発達障害者が直面する第一のハードルは，就職活動で生じるさまざまな困難であ
る．社会的経験の不足や職業イメージの乏しさなどから，志望する業界や職種を絞り込むことが難
しい．就職活動に入ると説明会への参加，企業研究，エントリーシートの提出，面接などがあるが，
複数の課題を計画的にこなすことが難しい．企業ニーズに沿った自己アピールが苦手で，長所・短
所を真っ正直に表現してしまう．特に面接が課題となり，表情や態度を含めたコミュニケーション
面でマイナスの印象を与えてしまう．就職活動で失敗が重なることで心身の調子を崩し，医療機関
の受診に至る例も少なくない．

b．仕事上の問題

　第二のハードルは，就職が決まった後に起こる仕事上の問題である．発達障害者はコミュニケー
ションや社会性の問題が強調されるが，それ以前に基本的な仕事ができていないことが多い．主な原
因は，注意，記憶，情報の組織化などの認知機能の障害である．実際の職場環境で，さまざまな刺激
を受けて働くと，認知機能の問題が顕在化する．具体的にはミスが多い，仕事の覚えが遅い，勘違い
をする，期限を守れない，メモを取れない，疲れやすいなどさまざまな状態として表れる．一般に発
達障害者は職業能力が高いとみられがちなため，ギャップの大きさに周囲は戸惑い，性格や意欲の問
題であると誤解してしまう．医療機関での心理学的評価を基礎に，仕事上どのような問題が予測され
るか，どのような配慮が必要であるか，職場や就労支援機関と情報を共有しておくことが重要である．

c．コミュニケーションや社会性の問題

　第三はコミュニケーションや社会性の問題である．報告，連絡，相談など業務上のコミュニケー
ションに関する問題から，上司や外部業者への態度，先輩への気配りなど社会人としてのマナーの
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問題までさまざまなレベルがある．上司からミスを指摘されても，「自分ではできているつもりで
す」と言ってしまう，あるいは周囲と協調せず自分の仕事に没頭する態度などが人間関係の孤立を
招く．これらの問題の背景には，他者の気持ちを想像できない，自己評価と他者評価の乖離が大き
い，自己防衛が強いなどの要因が考えられる．就職前の就労支援機関におけるソーシャルスキルト
レーニング，職場実習における実体験，ジョブコーチによる助言や周囲への説明など，さまざまな
支援が必要となる．

d．ストレスへの対応

　第四はストレスへの対応の問題である．発達障害者のなかにはストレス耐久性が脆弱で，ストレ
スの表現が不適切な人が多い．仕事中に泣く，大声を出す，物を叩くなど極端な例から，ため息や
表情が周囲を不快にする，確認や質問が多くて雰囲気がピリピリするなどさまざまなレベルの問題
が起こる．本人はストレスを意識しなくても身体不調で頻繁に休んでしまう．過剰適応で突然バー
ンアウトしてしまうなど，徴候がわかりにくい例も少なくない．職場で相談体制を整えても，どの
ようなときにどのように相談したらよいかわからず，活用できないこともある．就職前に，ストレス
要因，ストレスのサイン，解消法などを把握し，職場と医療機関，就労支援機関が共有しておくこと
が望ましい．医療機関が把握した情報を，職場における配慮や支援につなげることが重要である．

e．就労意欲

　第五は就労意欲の問題である．一般には，収入の必要性，社会的役割，やりがい，仲間意識，そ
の他の理由を総合して折り合いをつけながら働き続ける．しかし，発達障害者の場合には職業的な
困難が大きいため，仕事のやりがい，達成感，所属意識，仲間意識，周囲からの承認などを感じる
機会が少ない．また，本人のこだわり，価値観や論理，人間関係のもち方などによっては，周囲か
らの評価や承認のメッセージが伝わりにくいこともある．通常よりも仕事の評価を明確にフィード
バックする，会社への貢献度を可視化する，仲間意識や所属感をもてる機会を意図的に設けるなど，
職場側の配慮が必要となる．また，就労支援機関や医療機関が仲介役となり，会社側の評価を伝え
たり，本人の誤解を解いたりする工夫も必要である．

2 就労相談 

　成人期には発達障害者の多くが「働く」ことを希望するが，その意味するところは「一般企業で
正社員として働きたい」から「ひきこもりから脱したい」までさまざまである．就労相談の初期に
おいて，本人の「働きたい」の意味を把握することが重要である．最初に意味を誤解すると思わぬ
方向に進んでしまうので，主訴の整理は慎重に行いたい．
　一口に「働く」といっても，わが国の制度に照らすと次のように整理できる．①通常の職場で障
害を開示せずに働く（通常の雇用），②通常の職場で障害者手帳を使って働く（障害者雇用），③特
例子会社で働く（障害者雇用），④就労継続支援事業 A型で働く（A型は雇用関係がある），⑤就
労継続支援事業 B型で働く（B型は雇用関係がない），⑥医療機関のデイケアなどにおいて作業活
動を行う．

002-150_Part1.indd   122 2017/11/27   16:15



123

5●就労の支援

　この他，一般就労を目指すステップとして障害福祉サービスの就労移行支援事業，あるいは一般
の能力開発校や障害者能力開発校を利用するという選択肢もある．

a．通常の雇用か障害者雇用か

　発達障害者の就労相談を進める際には，これらの選択肢を念頭に，まずは「通常の雇用」か「障
害者雇用」かの方向性を考える．一般に，通常の雇用（正規社員）は採用の門戸が狭く，採用後も
仕事の要求水準が高いため職場適応には一定の困難が予想される．また障害者雇用でない場合は，
発達障害であることを伝えても障害に対する配慮は限定される．一方，障害者雇用の場合は，通常
の雇用に比して採用のハードルは低くなる．障害に対する配慮は得られやすいが，逆に本人が配慮
を受け入れられないこともあるため，障害受容との折り合いが重要である．また特例子会社では，
障害に対する配慮は厚くなるが，事業所によっては知的能力障害者が中心で雰囲気が合わない，仕
事が簡単でやりがいをもてない，親会社と給料体系が異なる，などのマイナス面が出る場合もある．
　通常の雇用と障害者雇用の選択は，相談だけで結論を見出すことは難しい．特に成人期に発達障
害の診断を受けた人にとっては，障害者雇用を受け入れることは，診断を受けて障害者手帳を取得す
る以上に心理的な抵抗が強い．したがって支援者が誘導するのではなく，迷いながら自己決定する
ことに伴走する姿勢が必要である．実際の雇用現場の見学や体験実習を行う，いくつかアルバイト
を経験してみる，他の発達障害者の経験談を聞くなど，さまざまな機会を設けることが有効である．

b．障害者雇用か福祉的就労か

　次に障害者雇用（前述②，③）か福祉的就労（前述④，⑤）かの選択についてふれておきたい．生
活リズムが安定しない，体力に自信がない，通勤のストレスに耐えられそうもない，働く意欲が乏
しいなど，職業準備性が不足している人の場合，障害者雇用であったとしても，すぐに就職を目指
すことは難しい．安易に就職のステージに上げてうまくいかなかった場合，本人と職場が負うダメー
ジは想像以上に大きい．そのため，一定の準備期間の後に就職を目指したほうがよい人の場合，就
労移行支援事業で数か月から最長 2年程度，就労に向けた準備訓練を受けることを勧める．最近で
は，発達障害者を対象にした就労移行支援事業も増えている．就労移行支援事業は，障害者総合支
援法に基づく障害福祉サービスであるため，適した事業所を見つけるには地域の市町村や相談支援
事業と連携する．また当面，就職は困難と思われる場合は，就労継続支援事業A型で生活リズムや
作業習慣の安定を図ることも選択肢となる．障害者雇用よりも賃金は低いが（2014年度の月額平均
賃金は 66,412円），保護的な環境が必要な人には適した就労形態である．就労継続支援事業A型の
利用は，市町村，相談支援事業が連携の窓口となる．
　就労移行支援事業や就労継続支援事業A型も負担が大きすぎる場合は，就労というよりも生活リ
ズムなどの安定を目標に，就労継続支援事業 B型やデイケアなどの利用を検討する．

3 就労支援機関との連携

　前項では基本的な方向性の整理について述べたが，実際には医療機関のみで職業的な方向性を見
定めることは難しい．方向性を検討するには，求人情報，作業能力の評価場面，実習先の企業など

002-150_Part1.indd   123 2017/11/27   16:15


